
６．現状の災害対応上の課題の整理 

４章での伝達情報の整理及び５章での伝達手段の整理により、災害情報共有システムを組

み込んだ災害対応業務モデルを構築する条件が整った。一方で、現状の災害対応においては

情報伝達作業等で様々な課題を抱えている。このため、業務モデルの構築にあたり、これら

の現状の課題を解決することも考慮する必要がある。 
そこで、本章では、現状で抱えている災害対応の課題、その中でも特に災害情報の伝達・

共有に関する課題を整理するとともに、その解決の方向性を検討する。 
この結果を７章で構築する災害対応業務モデルに反映する。 

 
 

災害対応における情報伝達上の個別課題は「収集時」「報告時」「共有・指示判断」のそ

れぞれの局面で発生している。ここでは、各個別課題を大きくグルーピングしたうえで、解

決の方向性を「体制・運用に係る問題点」および「既存システムやツールを用いた問題点」

の 2 つの視点から検討し、「収集時」「報告時」「共有」「指示」の局面別に整理した。検

討結果は、以下に示す 4 つの災害対応のフェーズ毎に示した。 
 

 災害発生時（地震の感知・体制の発令・関係先への連絡） ..................図 6―1 
 初動活動時（所管施設の被害状況の把握） ...........................................図 6―2 
 対策検討時（他機関との協議・調整） ..................................................図 6―3 
 応急復旧時（緊急対策の実施） .............................................................図 6―4 

 

 77



 

 【課  題】 【個別対策】 【課題のまとめ】 【解決の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収 

集 

報 

告 

共 

有 

判
断
・
指
示 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・携帯電話が混雑し、不通になり安否確認が実施できなかった（帯広開建帯広道

路事務所） 
・災害規模に合わせ参集人数を調整しているが、大規模災害時（全員参集）に

は、被災による参集困難が発生し、人員が不足している（阪神淡路の資料より） 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・災害の規模に合わせ自動参集人数は設定されているが、参集不可能の場合が

想定されていない 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・安否確認手段の多重化（災害伝言ダイヤル、web メール利用など） 
 
 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・参集職員の人数、また参集不可時の代替要員等、リダンタンシーを確

保する 

 

【職員参集】 

 
収集：被災地域職員の参集の可否の報告、また参集までの所

要時刻の報告が実施されていない 
収集：参集不可時のとき、携帯メール、災害伝言ダイヤルの利

用、および自動集計・共有システムによる報告は定義されて

いない 
 
報告・共有： 
現行の報告形式（参集、安否報告書の作成、FAX）では、 
１）その報告形式に合わせた作業自体に労力がかかっている。 
２）様式の書式も重複項目があり、最適化されていない。 
３）一方的に送信しているため、送信側の確認状況を把握する

には労力がかかり、また、責任の所在が不明確となってしま

う 
４）たとえば局では、随時送信されてくる FAX 用紙の管理に労

力がかかってしまう 
５）集計に時間がかかるため、参集・安否状況に基づく応援判

断などが遅れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【職員の参集途上の被害報告】 

 

報告：職員が参集時に各々確認する被害状況情報をもとにパト

ロール範囲の優先順位付けに利用されるが、情報の質・量

にばらつきがあり、パトロールの優先順位付けに間違いが生

じる。 
 
 
 

 

 

【職員参集】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 
収集：必要に応じ、被災直後の参集職員本人の参集可否

および所要時間の報告実施の徹底、マニュアル化 
 
報告：参集状況報告と安否確認報告の書式の見直し、統

一など最適化を図るべきである。また、最新情報の更

新・報告などを考慮した場合、システム化が望まし

い。 
 
・既存システムやツールを用いた解決の方向性

 
情報の輻輳防止、FAX 報告書の管理労力の軽減から、

Web 等を用いた報告システムの構築を行う 
 
収集：携帯メール、災害伝言ダイヤルの利用、および自動

集計・共有システムの導入 
報告：現行の FAX 報告方式の改良では、IP-FAX、災害

無線 FAX 等を整備し、通信障害に対応する。 
 
共有：参集・安否確認とリアルタイムな集計が可能なシス

テムを導入（本省・局・事務所で共有可能なシステ

ム） 
指示：事務所、局、本省全体で情報を共有し、災害時の

被害概要把握、人員配置情報として利用する 
 
 
【職員の参集途上の被害報告】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 
報告：あらかじめ情報収集内容を明確化する。また、簡易

な画像情報（例えば携帯電話の写真機能）をとるな

ど、参集時の情報収集方法について検討する 
 
 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・回線が混雑しており、FAXを送信するのに時間がかかった

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・支部職員の参集時に作成する「参集状況報告書」「安否確認報告書」は書類提

出先や使用目的が異なるため 2 種類作成しているが重複する項目があり、作業

の最適化が図れていない 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・通信手段の多重化（IP-FAX、災害無線 FAX、Web の利用、被災地

外への情報の集約、など） 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・報告書の書式の見直し（様式の統一） 
・参集・安否情報を随時登録・更新し、報告するシステム化の検討 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・参集および安否に関する情報は、本省に報告する義務があるが、紙ベースの様

式のため、集計に時間がかかる

・電話及びFAXでは情報伝達および情報の受・未受の確認がスムーズにできない

。 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
・報告の確認状況を把握可能なシステムの検討 
・至急確認が必要な情報の選別 
・災害無線 FAX、IP-FAX など通信の多重化 
・集計結果の自動集計機能を備えた、システム化の検討 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・職員は参集途上において各々被害状況の確認を実施するが、情報のレベルが

一定でなく個人差が出てしまう恐れがありその情報の取り扱いが難しい

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・事務所・本局・本省までの情報共有システムの検討 
・「速報性を持つ情報」の取り扱いの定義 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 

 

 

図 6―1 災害発生時の課題と対策（地震の感知・体制の発令・関係先への連絡） 
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＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・関係機関との連携は現場では混乱してしまう。できるだけ高いレベルで調整する

ことがのぞましい（本省、地整）（ヒアリング） 
・この度の震災では、地元でも時事刻々と変わる火災の様々な災害情報を入手す

るのに苦慮しており、電話の不通や無線の輻輳といった二重苦が重なった。[阪
神間の市町村] 

 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・他機関との協議・調整は支部情報班（情報連絡班）で一括して実施しているが、

支部のみの対応では多くの機関との連絡調整を行う体制（人数）が十分でない。

・他機関との協議・調整では情報項目や対応者が事前に関係機関と調整がとれて

いないため、他機関との協議・調整が情報伝達内容の正確さとスピードアップが

十分でない 
・通行規制を行う際には,道路はネットワークとして機能するため県、市町村の道路

状況の把握が必要 
 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、他機関との連携体制、連携手段の最適化 
・緊急時の情報収集体制を構築する（Ku-SAT、K-COS の迅速な手

配） 
・現地情報の随時報告の徹底、現地収集情報のリアルタイムな報告手

段 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・参集状況を共有し、迅速・最適な人員の応援配置を実施する 
・災害対応時における、他機関との連携についての事前協議を行い、

役割・情報共有手段等の明確化 
・災害対応フェーズによる、必要な共有情報の明確化、連携手段の確

立 
 

【施設緊急点検】 

 

収集：支部パトロール班の体制（人数）は限られていることから繰

り返してパトロールを実施できないため現場の変化に対応

したリアルタイムの災害情報の収集ができず、刻々と変わる

現場の変化に対応した対策が取れない。 
報告：電話や無線が混線し、スムーズな被害報告ができない 
報告：被災位置情報を報告するには、台帳に手書き記入、報告

が現状であるが、迅速性に欠ける 
報告：様式の FAX による報告手法は、 

１）災害時の膨大な情報の報告・管理において非効率的であ

る。 
２）現行の様式では、様式作成に労力がかかり、情報の速報

性に欠ける 
３）現行の様式では、FAX 受信者が様式記載項目より情報の

質（緊急性、情報の精度）を判断するため、迅速性の欠

如、錯綜、事務所への問い合わせの発生など、負担が生じ

る 
４）FAX のみの一方的な報告では、意思決定者に情報が伝

達できたかの確認作業が困難であり、情報管理・処理の責

任が明確でない。 
 
共有：本部が各事務所に対する情報伝達の重要性を十分認識

していないため、各事務所では情報の遅延、誤報、時間的

ロスが発生し災害状況や本部の方針の把握が遅れ、災害

対策をスムーズに進めることができない。 
 
指示：本部の人間が現場の状況を把握しきれていないため、重

大な局面に対して本部の合意が図れていない可能性があ

る。また、その後の有効的な応急復旧対策の策定ができな

い。 
指示：大規模災害で、同時多発的に被災箇所が発生する場合

は、その都度対策を即断していく必要があるが、時間の制

約があり専門性が高いことから支部の現場体制のみでは

対応が十分できない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【事務所と他機関との調整】 

 

収集：他機関の情報収集では、収集する情報の質・量・タイミン

グを定めてないため、意思決定者の判断に利用できない。 
収集：支部のみの体制（人員）では情報収集に時間がかかり、

他機関との調整が実施困難になってしまう。 
 
共有：道路規制関係や被災状況については、その情報源が直

轄情報に加え他機関にわたることから、情報量が膨大とな

る。しかし、一括掌握する部署がないため情報が錯綜し情

報を短時間で得ることができない。また、他機関との情報の

共有が短期間でできない。 
共有：同一被災地域内で、管理区分が異なる施設の対応の明

確化がなされていない 
共有：道路はネットワークとして機能するため、直轄道路のみの

情報では意思決定者が通行規制の範囲を決定できない 
 
【初動活動時全般】 

住民の苦情やボランティアの情報を、災害情報として有効活用

していない。 

【施設緊急点検】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 

収集：参集状況により、初動活動の遅れ（人数的な対応不

可）を防ぐため、参集状況の早期共有とバックアッ

プの実施を行う 
収集：発生災害の規模に応じてパトロール・点検応援部

隊としての応援要請を業者にも同時に発令する。 
報告：様式報告について、 

１）手書きによる様式受付など、作成者の負担軽減 
２）報告様式に情報の質（緊急性、情報の精度）の項目

を盛り込み、受け手側の情報処理をスムーズにする

 
共有：現場対応に必要な共有情報を事前に協議し、優先

順位をつけて共有化を図る 
共有：道路情報などの広域情報は、各事務所・各機関の

情報が共有されて初めて災害対応の情報と資する

点を認識する 
共有：災害対応の最適化上、電話による問い合わせも必

要なため、専門の班の新設など、人員体制を強化

する。また、事務所への情報連絡員の手配を積極

的に実施する 
指示：大規模災害時は、他の局からの応援など、可能な

限りの応援体制を整備する。 
 
・既存システムやツールを用いた解決の方向性 

 

報告：膨大な報告情報を処理するため、Web 等を用いた

各事務所から直接システム入力による報告へ移行

する 
 
共有：道路情報など広範囲かつ事務所が必要不可欠な

情報は、局が管理し、事務所がアクセス・入手でき

るシステムを整備する 
共有：本部が掌握している所轄道路施設以外の道路状況

を共有するシステムの導入（A341、東海道路震災

情報共有システムなどが参考となる） 
共有：被災位置情報の伝達における、台帳管理のシステ

ム化、WebGIS 等を用いた位置情報の共有化 
 
【事務所と他機関との調整】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 
共有：施設管理機関の境界周辺の災害対応についての

事前協議をおこなう。同一地区の情報が、管理区

分で情報収集・共有の遅延が発生しないよう留意

する。 
共有：道路情報、同一地域内の各施設管理者の情報など

の広域情報は、各事務所・各機関の情報が共有さ

れて初めて災害対応の情報と資する点を認識する 
指示：他機関との協議・調整は支部情報班で一括して実

施しているが、支部のみの対応ではなく、本部の参

加や各機関トップ同士が直接協議する（要領の改

訂） 
 
【初動活動全般】 

 
収集：住民の苦情やボランティアの情報を受け付ける窓口

の一本化と平常時から窓口を周知させておくため、

平常時の苦情窓口などにも利用する 
 
共有：住民の苦情やボランティアの情報を簡単に共有で

きるシステムの導入 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・電話メモから本省連絡用に手書きで書き換えている（局・道路管理課） 
・FAXで時間がかかるため、電話連絡が多くなった。メールも容量制限があるた

め、MOで届けた。（帯広開建池田河川事務所） 
・点検結果を夜まとめて送ったので、情報伝達・集約が遅れた。情報も輻輳した。

電話で随時受け付けて送っていれば迅速化が図れた。（帯広開建池田河川事

務所） 
・被災箇所の情報は、橋梁台帳、道路台帳等に損傷箇所と対応時刻・内容・復旧

方法を手書きで記入（局・道路管理課） 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・情報の管理（FAXの保管方法等）の徹底がなされず誤報の原因となる 
・本部河川班は事務所の施設点検結果を本省および本部対策班に別様式で作

成・報告しており、作業の最適化がされていない。 
・支部の所轄施設点検報告書の作成・報告は、様式・体裁が決まっており（ワープ

ロ打ち等）作成に手間がかかる

・初動パトロール結果を本部道路班に報告する際に大規模震災時には電話・FAX
等が利用できない可能性がある

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・情報収集時の作業の明確化、およびシステム移行による最適化 
・災害対応のフェーズによる、入手情報の質の違いの認識・定義、それ

に伴う様式の最適化、体裁の柔軟化 
・様式への情報の緊急レベルの明示、緊急性に応じた報告形式の構築

・さまざまな想定のもと、災害対応の訓練を行う 
・情報伝達ツールの多重化（FAX だけではなく、様式をスキャニングし

て報告共有・伝達確認するシステムの構築など）、および非常時の情

報収集体制の構築 
・被害位置情報の伝達手段の見直し（災害時の緊急性に対応した台帳

管理方法の確立、もしくは台帳を使わないで被災地点情報を共有す

る方法の確立） 
 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・情報の管理・処理（報告・共有）についての責任の明確化 
・情報の用途（どのタイミングで参照するかの想定）を勘案した保管方法

の構築 
・様式の統一、最適化、システムによる共有化 
・災害対応のフェーズによる、入手情報の質の違いの認識・定義、それ

に伴う様式の最適化、体裁の柔軟化 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・事務所が分散しているため、情報の遅延、誤報、時間的ロスが発生（帯広開建池

田河川事務所） 
・報告内容について、上部機関から頻繁に問い合わせがあり、災害対応が乱雑に

なる（宮城沖地震） 
・緊急点検においても道路情報は必要だが、河川・道路部局間で情報交換は実

施していない。ルール化もされていない。（帯広開建池田河川事務所・帯広道路

事務所） 
・整備局からの連絡は、施設ごとに連絡係が異なり、施設ごとの連絡係から連絡が

入るため、情報が輻輳する（県・河川局→局・地域河川課） 
・災害時には自発的行動をとるべきで、地整の動きに本省はあまり介入しないほう

がよい（本省）（ヒアリング） 
・本省からの問い合わせがあっても、いちいち現場事務所に問い合わせしない配

慮が必要である（地整）（ヒアリング） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・支部は所管施設点検結果を本部河川班に報告すると同時にその被災状況を水

道事業者等施設利用者に対しても提供すべきである 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・あらゆる被害想定のもと、災害対応の事前協議をおこなう 
 
・災害対応のフェーズに伴う報告情報（質）の定義 
・災害対応上、必要な情報の整理、および共有・連携手法の確立 
・災害規模のレベルに応じた各機関の役割の明確化 
 
 
・情報の処理の責任の明確化、体制の最適化 
 
・必要情報の明確化、災害規模のレベルに応じた各機関の役割の明確

化 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、他機関との連携体制、連携手段の最適化 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・業者とペアで、現地調査し、対策を即断しておくべきであった（地整・事務所）(ヒ
アリング） 

・ゼネコン等と調査分担、調査結果が提供されていれば、もう少し対応が早まった

かもしれない（地整・事務所）(コンサルのコメント） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・所轄施設点検において、本部は支部の報告だけでは各施設の点検指導の判断

をするのは難しい

・異常発見時には結果的には過大であったとしても早急に応援要請可能な仕組

みがない、待ちの姿勢である( 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、業者との連携体制、連携手段の確立（初動パト

ロールに業者を帯同させる） 
・災害レベルに応じた、体制におけるリダンタンシーの確保、最適化 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、業者との連携体制、連携手段の確立（初動パト

ロールに業者を帯同させる） 
・災害レベルに応じた、体制におけるリダンタンシーの確保、最適化 

収 

集 

判
断
・
指
示 

共 

有 

報 

告 

図 6―2 初動活動時（所管施設の被害状況の把握）の課題と対策 
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 【課  題】 【個別対策】 【課題のまとめ】 【解決の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6―3 対策検討時（他機関との協議・調整）の課題と対策 

収 

集 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 

・関係機関との連携は現場では混乱してしまう。できるだけ高いレベルで調整する

ことがのぞましい（本省、地整）（ヒアリング） 
・この度の震災では、地元でも時事刻々と変わる火災の様々な災害情報を入手す

るのに苦慮しており、電話の不通や無線の輻輳といった二重苦が重なった。[阪
神間の市町村] 

 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

 
・他機関との協議・調整は支部情報班（情報連絡班）で一括して実施しているが、

支部のみの対応では多くの機関との連絡調整を行う体制（人数）が十分でない。 
・他機関との協議・調整では情報項目や対応者が事前に関係機関と調整がとれて

いないため、他機関との協議・調整が情報伝達内容の正確さとスピードアップが

十分でない 
・通行規制を行う際には,道路はネットワークとして機能するため県、市町村の道路

状況の把握が必要

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 
・災害レベルに応じた、他機関との連携体制、連携手段の最適化 
・緊急時の情報収集体制を構築する（Ku-SAT、K-COS の迅速な手

配） 
・現地情報の随時報告の徹底、現地収集情報のリアルタイムな報告手

段 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

 
・参集状況を共有し、迅速・最適な人員の応援配置を実施する 
・災害対応時における、他機関との連携についての事前協議を行い、

役割・情報共有手段等の明確化 
・災害対応フェーズによる、必要な共有情報の明確化、連携手段の確

立 
 

 

 

【他機関との被災情報の共有】 

 
収集：支部のみの対応では多くの機関との連絡調整を行う体制

（人数）が十分でない。関係機関との連携は現場では混

乱してしまう。 
収集：図面・写真等の情報はおおよそ１日遅れで入手できる。被災

箇所の詳細位置は、土木事務所から台帳図や写真が入

手されないと特定できない。 
収集：伝達方法として FAX では一方的な伝達となり細かい調

整が出来ない。電話は二者間のみで情報が共有されがち

でその伝達が難しい 
 
共有：他機関との協議・調整では情報項目や対応者が事前に

関係機関と調整がとれていないため、他機関との協議・調

整が円滑に進まない 
１）各県が調査中のとき、被害情報の発見・随時報告は 

ない 
２）被害自治体に情報を伝達する際、その被害範囲の決定

方法が明確でなく、情報が伝達されない被害自治体が

存在してしまう 
共有：通行規制を行う際には,道路はネットワークとして機能する

ため国交省、県、市町村のすべての道路状況の把握が

必要 
１）本省報告の際、支部からの情報提供の内容で十分満たさ

れない場合、電話で県に問い合わせる 
２）県からの問い合わせの際、直轄国道事務所の情報を整備

局から提供してほしい 
３）迂回路情報はＴＶ・ラジオしかなかった（局は情報を持って

いるが現場に流していない） 
４）河川事務所は警察と道路管理者の情報を得ていない 
５）市町村の報告は自動的に入ってこない 
６）地元警察には事務所から迂回路情報を流した 

共有：一般市民による道路迂回情報に関する問い合わせが多

く、道路の事務所に聞くしかない。 
 
 
【対策検討】 

 
・所轄施設点検おいて、本部は支部の

 

＜既存システムやツールを用いた解決の方向性＞ 

 
【被災情報】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

報告だけでは各施設の

点検指導の判断をするのは難しい 
 

 
収集：本部災害対策班が収集する情報についてはあらか

じめ情報伝達の内容を文書にて明文化し、収集する

情報の質量タイミングを明確にする。 
報告：情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者

の明確化。たとえば、電話協議の結果は、情報連絡

様式に必ず記入し、共有を図る 
 
指示：交通情報（通行規制区間など）の一括掌握を専門と

する部署（組織）を災害時に本省もしくは災害対策本

部の指揮下に置く（体制に組み込む、警察と連携す

る） 
 
・既存システムやツールを用いた解決の方向性 

 
報告：通信手段の多重化、リダンタンシーの確保 
 

共有：すべての関係者間で施設被害情報が共有できるよ

う、情報共有するシステムを構築 
共有：住民の苦情やボランティアの情報を簡単に共有で

きるシステムの導入 
共有：本部が掌握している所轄道路施設以外の道路状況

を共有するシステムの導入（道路情報ネットワークの

拡張、また、すべての関係者間で通行規制情報が共

有できるよう、道路情報センターへリアルタイムで情

報共有するシステムを構築） 
 

 

 

 

 

 

【対策検討】 

 

・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性
 

共有：本部対策班が情報を集約した時点で概略の被害範

囲から被害自治体を想定し、直轄の施設被害情報を

提供する。また事前に範囲想定方法の構築が必要

である。 
指示：現地本部の設置、現場への係官や専門家の派遣を

積極的に行う。 
 

報 

告 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・各県が調査中のとき、被害情報の発見・随時報告はない（県・河川局→局・地域

河川課） 
・図面・写真等の情報はおおよそ１日遅れで入手できる。（県・道路管理課）（P13） 
・被災箇所の詳細位置は、土木事務所から台帳図や写真が入手されないと特定

できない。（県・道路管理課） 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・伝達方法としてFAXでは一方的な伝達となり道路をネットワークとして機能させる

ための細かい調整が出来ない 電話は二者間のみで情報が共有されがちでそ。

の伝達が難しい（ 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・他機関との連携体制、連携手段の最適化、情報の共有化 
・電子情報の共有経路の多重化（直接メールだけではなく、被災地外部

へのプール、ネットワーク切断時の迂回通信ルートの設定） 
・被害位置情報の伝達手段の見直し（災害時の緊急性に対応した台帳

管理方法の確立、もしくは台帳を使わないで被災地点情報を共有す

る方法の確立、WebGIS の利用など） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
・たとえば、被災地以外の局が主体となった情報の一元管理、道路情報

ネットワークによる一元管理など 
 

共 

有 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・本省報告の際、支部からの情報提供の内容で十分満たされない場合、電話で県

に問い合わせる（局・道路管理課） 
・県は、直轄国道の情報は整備局本局ではなく仙台河川工事事務所から入手し

ている い。直轄国道事務所の情報を整備局から提供してほし （県・道路管理課） 
・本省河川局への報告では、住宅・道路被害や道庁とりまとめ資料を防災対策室

から入手し伝達する（本局河川） 
・ （迂回路情報はＴＶ・ラジオしかなかった 局は情報を持っているが現場に流してい

ない）（帯広開建池田河川事務所） 
・事務所は迂回路の把握に北海道と電話で連絡を取り合った（帯広開建帯広道路

事務所） 
・地元警察には事務所から迂回路情報を流した（帯広開建帯広道路事務所） 
・一般市民による道路迂回情報に関する問い合わせが多く、道路の事務所に聞い

た。（帯広開建池田河川事務所）（P31） 
・河川事務所は警察と道路管理者の情報を得ていない（帯広開建池田河川事務

所） 
・住民や通行者、最寄りの警察署より道路情報が寄せられた（帯広開建工務課） 
・市町村の報告は自動的に入ってこない（速報版程度）（帯広開建防対官、治水

課、工務課） 
・自衛隊からは災害情報が入ってくる（帯広開建治水課） 
・支部は多くの機関との連絡を行う体制（人数）が十分でない。（帯広開建池田河

川事務所） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・本部河川情報連絡班が検討した応急復旧の指示内容が利水施設利用者（水道

事業者）に提供されていない 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・他機関との情報連携についての事前協議、連携体制の確立、情報の

共有化の実施 
・局レベルによる情報の管理、他機関との調整の実施 
・管理機関の境界周辺での災害発生時を想定した事前協議 
 
・道路の交通規制情報・渋滞情報のリアルタイムな一元管理システム 
・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
 
 
 
 
・関係機関の災害対応の事前打ち合わせ、情報の取り扱いの定義 
・マスコミと協力した一般市民への情報通知（一度に広範囲の市民へ情

報を提供可能、事務所への問い合わせの減少） 
・迅速な人員の応援実施、初動時のリダンタンシーの確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・連携手法の事前協議により、情報の共有を実現する 

判
断
・
指
示 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・被害自治体に情報を伝達する際、その

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 

＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・他機関との情報連携についての事前協議、連携体制の確立 
 
・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 

被害範囲の決定方法が明確でなく、情報

が伝達されない被害自治体が存在してしまう 
・本部河川情報連絡班が検討した 2 次災害防止対策を支部に指示するのみで、

県や市町村に対して情報を伝達しない

・所轄施設点検において、本部は支部の報告だけでは各施設の点検指導の判断

をするのは難しい 
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 【課  題】 【個別対策】 【課題のまとめ】 【解決の方向性】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6―4 応急復旧時（緊急対策の実施）の課題と対策

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 
 
・交通渋滞情報・交通規制の把握は現場でのドライバーへの情報提供、災害規制

情報の表示依頼の情報源となる 
・大規模災害時では、支部対策班のみで施設利用者への対応をするのには限界

がある（想 39） 
 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

 
・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
・災害対応のフェーズに応じた、体制の最適化、フィージビリティの確保

 

＜体制・運用に係る問題点のまとめ＞ 

 

【応急復旧情報】 

 

共有：道路規制関係や被災状況など緊急性の高い重要な情報

は、その情報源が直轄情報に加え他機関にわたることから

情報量が多い。 
共有：一括掌握する部署がないため情報が錯綜しやすい 
共有：施設利用者へのリアルタイムな情報提供ができない。 
共有：災害一般情報（交通情報、被害状況等）を伝達する部署

がないため住民に対する情報提供ができない。 
指示：大規模災害の場合は特に、道路啓開のための調整や緊

急輸送動の確保が人命救助の上でも最重要課題である

が、本・支部が他の仕事とのかけもちで実施するのでは調

達等の判断や指示が迅速にだせない。 
 
 

 

＜情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性＞ 

 
【応急復旧情報】 

 
・情報伝達上の体制・運用に係る解決の方向性

 
共有：震度情報、余震・津波情報とともに、道路被災状況

を「災害時の基礎情報」として定義し、住民を含めた

全機関で共有可能とする 
共有：本部総合対策班は災害一般情報（交通情報、被害

状況等）は本部総合対策班で一括把握し、報道機関

（マスコミおよび自治体の広報）に伝達する。 
指示：交通情報（通行規制区間など）の一括掌握を専門と

する部署（組織）を災害時に本省もしくは災害対策本

部の指揮下に置く（体制に組み込む、警察と連携す

る） 
指示：大災害時には特に道路啓開のための調整や緊急

輸送道の確保を専門とした組織を整備。 
 
 
・既存システムやツールを用いた解決の方向性

 
共有：現場でのドライバーへの情報提供、災害規制情報

の表示依頼のために通行規制情報がすぐに把握で

きるよう、道路情報センターへリアルタイムで情報共

有するシステムを構築 

 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・路線の重要度、被災程度を早期に判断し、指定する手順を決めてお

く。警察との連携（地整・事務所）（水-19） 
・通行可能道路、どの道路に誘導するかなど道路管理者と警察の連携

が必要である（地整・事務所）（ヒアリング）（水-21） 
・開通見通しの算定手順と公開方法を事前に決めておくべきである（地

整・事務所）(コンサルのコメント）（水-22）（地-22） 
・災害一般情報（住民等に伝えたほうが良い情報）をマスコミ等によって

広報できないか（地整）(ヒアリング） 
・マスコミを使うには事前に広報指針のようなものを用意すべきで、マス

コミだけでなく、自治体の広報手段も活用したほうが良い。国土交通省

の情報が有用であれば、マスコミや自治体は取り上げるであろう（地

整）（コンサルのコメント） 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・交通渋滞情報・交通規制情報を報道機関への対応情報として反映さ

せる 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

 
・情報伝達時の責任の所在の明確化、意思決定者の明確化 
・たとえば、被災地以外の局が主体となった情報の一元管理、道路情報

ネットワークによる一元管理など 
 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の個別対策＞ 

・あらゆる被害想定のもと、災害対応の事前協議をおこなう 
・「救助活動の支援」項目における、国交省の役割・優先順位の明確化 
・被災地域外の応援部隊に必要な情報の明確化、および連携手法・情

報共有など、事前協議の徹底 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した個別対策＞ 

・災害レベルに応じた、体制におけるリダンタンシーの確保、最適化 
・道路規制情報、渋滞情報の一元管理、共有化 

収 

集 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

 
・伝達方法としてFAXでは一方的な伝達となり道路をネットワークとして機能させる

ための細かい調整が出来ない 電話は二者間のみで情報が共有されがちでそ。

の伝達が難しい 
 

報 

告 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

 

・他の管轄している道路の迂回情報は流せない。（帯広開建帯広道路事務所） 
 
 
 
 
 
 
 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・他機関との協議・調整では情報項目や対応者が事前に関係機関と調整がとれて

いないため、他機関との協議・調整が情報伝達内容の正確さとスピードアップが

十分でない 
 

共 

有 

＜ヒアリングに基づく情報伝達上の問題点＞ 

・渋滞対応で、職員が迂回路のチラシを直接配布した。また、情報板などを作成し

た。（帯広開建帯広道路事務所） 
・地震火災が同時多発し、さらに交通渋滞が起こったことから、消防による人命救

助活動が円滑に行われず、とくに直後の救助・救出活動は家族、近隣住民によ

るものがほとんどを占めたと考えられている。[阪神間の市町村](2 左) 
・他地域からの復旧応援者が被災地の地理に不案内なため、現場移動に時間を

要した。[阪神間の市町村] 
＜災害対応モデル（As-Is）から想定した問題点＞ 

・道路啓開のための調整や緊急輸送道の確保に関しては、大規模震災時には最

も重要なActivityになるため、支部と他機関との個別対応でなくこのActivityを

専門とした組織作りが必要となる（想 37） 
・大規模災害では本部も混乱をしていることから、支援要請が遅れる場合がある。 

判
断
・
指
示 




